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特定処遇改善「見える化」要件 

 

介護職員の処遇改善につきまして、平成２９年度の臨時改定における介護職員処遇改善

加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りました。その中で「新し

い経済政策パッケージ（平成２９年１２月８日閣議決定）」において、「介護人材確保のため

の取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更

なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年１０月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定に

おいて対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、

「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下

記の要件を満たしている必要があります。 

 

A 現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）を取得していること。 

 

B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。 

 

C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた 

「見える化」を行っていること。 

 

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的取組（賃金改善以外）につ

きまして、公表いたします。 

 

区分 弊社での取り組み 

入職促進に向けた取組 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材

育成方針、その実現のための施策・仕組み

などの明確化 

資質の向上やキャリアアップに向けた支援 上位者・担当者等によるキャリア面談など、

キャリアアップ等に関する定期的な相談の

機会の確保 

生産性向上のための業務改善の取組 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工

夫等による情報共有や作業負担の軽減 

 


